
X-1 官街関連遺跡と末端官街 この郷術説の根拠とされている文献史料には、『令集解』

儀制令春時祭田条古記にみえる「郷家」、『出雲国風土記』

における郷の位置の里程表記などがある。また、考古資料

官面関連遺跡と末端官面 近年、「一般的な集落とは様 としては、平城宮下層などから出土している「五十戸家」

相が異なる官術的遣跡J、「公的性格を持つ集落J、9官術か

豪族居宅J、9郷家」、 9郷術」、「官人居住集落」、『官術近隣

集落」などと報告されている遣跡例が増加している。国

術・郡術とは異なるが、このように官術と関連づけられて

いる遺跡には大別すると次のようなものがある。

a ; 官術遣跡とは推定できるが、性格づけが未定の遺跡。

b ; 官術か居宅・荘所・集落か、判断に迷う遺跡。

C ; 集落や有力層の居宅の様相を示すが、木簡、「郷長J

などの官職名や「厨」などの部署名を記した墨書土

器、硯、腰帯具などが出土したり、あるいは規模の

大きな建物や計画的な建物配置がみられる遺跡。

ここではこうした遣跡を官術関連遣跡と総称する。

末端官面と官街補完的施設 官術は、第三権力機関とし

の墨書土器、郷間における荷札木簡の表記や製作技法の違

い、多数の官術関連遺跡の存在などがあげられている。

それに対して、郷術は存在せず、郷術とされる遺跡には

郡術出先施設とすべきものがあるとする反論が示されてい

る。その根拠としては、里（郷）には里長一人が任用され

るだけで官僚組織がないこと、戸令国郡司條には巡行国司

を迎えるに際して「郡司候営郡院」とあるのに対して、

9里長候常里」と記されており役所が明記されていないこ

と、「郷家」は郷長の家と解すべきこと、などがあげられ

ている。これを反郷樹説と仮称する。

この郷術説の間題点については『律令国家の地方末端支

配機構をめぐって』（奈文研、 1998年）に譲るが、たとえば、

郷術説において、その候補とされる遺跡の存続時期を整理

ての国家による人民統治機能や公共機能を担うことを主目 した井上尚明氏の研究成呆によると、それらの遺跡の出

的として設けられた機構・施設、あるいは直接的な人民統 現・廃絶時期や存続期間にはばらつきが大きい。このこと

治以外で国家の機能を維持する役割の一麗を担うべきもの は、これらを郷段階の官衝と仮定した場合にも、各郷に普

として設けられた機構・施設である。この点からみると、 遍的に郷術が設けられた様相はみられず、適宜設置廃棄さ

上記の官術関連遺跡は次の 3類に大別できる。 れる施設が多かったことを示している。したがって、結論

I類；集落・居宅とは別に分離して設けられた官衝施設。 だけを述べれば、国衝・郡術とならび各郷に置かれた郷術

これには、後述する郡栃別院、正倉別院、国衝・郡術出先 の存在は認めがたい。

施設などがある。 しかしながら、郷術説は末端官術や官術補完施設に調査

II類；民間施設に併設された官術施設。その職務内容や 研究の光を当てたものとして貴璽な研究成果といえる。そ

在地の政治経済的状況・地形条件に応じ、適宜、設置・移 してまた、郷術とされてきた官術関連遣跡には、郷術とは

転・廃止された補助的な性格の強い官術施設である。後述

する税穀収納施設の小院や借倉・借屋などがある。

皿類；官衝機能の一翼も担った民間施設。民間施設とし

ての本来的な機能を維持しつつ、地方官面の業務の一部を

補佐・維持する役割を副次的に果たしており、国家による

地方支配のためにも利用された施設である。後述する里倉

や郷家などはこのII類に含まれる。

このうち、 I・II類を末端官術、 1lI類を官術補完施設と

仮称する。ただし、末端官術遣跡には、その性格が未確定

なものが多いので、郡術より下位には位置づけられない官

術施設も含まれうる。また、官術補完施設には、民間施設

と官術施設とが分化する以前の段階のものや、本来区別さ

れていた民間の居住・経営施設と官術施設とが合体した段

階のものも含まれる可能性がある。

郷街論 ところで、上記の官術関連遣跡については、国

栃・郡術とならび、郷ごとに設置された独自の官衝の存在

を推定する説がある。この官術をここでは「郷術Jと仮称

し、この郷術が存在したとする説を郷術説と呼ぶ叫
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言えないが、末端行政に関わった官術施設や官術補完施設

として改めて把握しなおすべき遺跡が多く、そうした遺跡

の調査研究は地方における末端行政の実態や変遷をうかが

う上で重要な意味を持っている。 （山中敏史）

〔注〕 (1) この郷術説ではその役所を「郷家」と呼ぶ場合が多い

が、史料にみえる「郷家」は郷長の家という民間施設を指すと

する説も有力である。したがって、「郷家」と表記した場合、

それを官術の意味で論じているのか、民間施設の意味で用いて

いるのか混乱を招きかねないので、ここでは郷の役所という概

念として「郷術」の語を提唱したい。

［参考文献〕郷術説；関和彦「古代村落「官術」研究への提言J
『共立女子第二中学高等学校研究論集」 12、1989年。井上尚明

「郷家に関する一試論」『埼玉考古学論集』 1991年。津野仁「遺

跡からみた郷長の性格」『太平台史窓』 10、1991年。山中章

「考古資料としての古代木簡」『木簡研究』 14、1992年。

反郷術説；浅野充「律令制下の地方行政について」「藤沢市史

研究』 24、1991年。平川南「郡符木簡」『律令国家の地方支配』

吉川弘文館、 1995年。山中敏史「末端支配機構をめぐる諸間題」

『律令国家の地方末端支配機構をめぐって』奈文研、 1998年。
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X-2 郡面別院

史料にみえる郡街別院 郡術から離れた場所に置かれ、

その周辺地域を対象とした行政実務などを郡術に準じて分

掌した支所を郡術別院と仮称する。

『続日本紀』和銅 6(713)年 9月己卯条にみえる摂津国

差し出し元ないし召喚先で廃棄されるという特徴がある。

また、氷上郡は中央部の丘陵によって西の加古川水系と東

の由良川（竹田川）水系とに分断された形になっている。

『和名類緊抄』（高山寺本・名占）岳巾立博物館蔵本）には東

縣・西縣とあって、この地形上分断される東と西の諸郷を

管轄する行政区が{:f-在していたことが知られる。氷上郡術

は西方約6.5kmの市辺遺跡隣接地に存在していたと推定さ

能勢郡の立郡記事によると、摂津国河辺郡では郡而から離 れている。平川氏はこれらの点から山垣遺跡を丹波国氷上

れた遠隔地の玖左佐村に大宝元年に「館舎」が建てられ、 郡の東部支所と推定している

郡術に準じた行政実務が執行されていた。この「館舎」が

郡術別院に相当する。また、長元 3・4(1030・1031)年頃の

「上野国交替実録帳」吾妻郡項にみえる「長田院」「伊参院」

も、無実破損の建物名に雑舎や屋のみが掲げられ、倉の記

載がないので、後述する止倉別院とは異なる官術施設であ

った可能性がある。おそらく、長田郷・伊参郷に設けられ

た郡術別院を指しているのであろう(!)。また、 12憔紀前半

頃の『朝野群載』に「郡庫院駅館厨家及諸郡院別

院 駅家」とみえる「別院」も、こうした郡術の支所を指

しているとみられる。

上光遺跡群 郡徊別院とみられる遺跡としては、まず鳥

取県上光遺跡群（戸島遣跡・馬場遣跡）をあげることがで

きる（図 1-4)。戸島遣跡では 7枇紀後葉の側柱建物群

が検出されており、口の字型建物配置をとる南郭はその特

徴から政庁に相当する施設であったと推定できる。この地

は、因幡国気多郡術（評術）である鳥取県上原遣跡群から

東北方に約3.5km離れた郡の東端部に位置する。気多郡術

（評術）が立地する場所とは丘陵を隔てた別の谷筋に立地

しており、また、東隣の高草郡（評）から丘陵を越えて気

多郡（評）内に下り終えた位置にある。後述する山垣遣跡

と同様、こうした地形・交通上の要因から、気多郡（評）

の東部地区の行政・交通拠点として設置された施設であろ

ぅ(2)。戸島遣跡の東南約90mに位置する馬場遣跡は、 8匪紀

初めから 9世紀代にかけての長大な側柱建物や総柱高床倉

庫などが設けられた官術遣跡である。周囲を溝と塀で囲饒

する。この馬場遣跡は、戸島遺跡の機能を引き継ぐととも

に、正倉別院の性格も併せ持った施設であったとみられる。

山垣遺跡 兵庫県山垣遺跡は、丹波国氷上郡春部郷に位

置する。この遺跡では周囲を大溝で囲続した敷地内に中型

の掘立柱建物が設けられている。建物配置などは不明であ

るが、大溝などから、郡符木簡。封絨木簡を含む木簡群、

「春部／春里長」などの墨書土器、木製品など、 8枇紀前

半代の多量の遣物が出土している（図 5-8、史料］）。こ

れらの調壺成果から、本遣跡の性格について、里長居宅・

郷術・郡術出先施設・荘園などの諸説が示されている。

しかし、平川南氏によると、郡符木簡には、宛所でなく
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この平川氏の見解は妥当なものと言えよう。また、山垣

遣跡では次のような点も注目される。まず、封絨木簡は、

宛先が「丹波国氷上郡」と記されており、国外から直接郡

価の支所に差し出された可能性が高い。 5号木簡にみえる

「秦人マ新野百口〔 ）本川五百代」は、公田などを新野

に請負耕作させる際の種籾や営料が支出されたことを示す

とみられる。山垣遣跡からは農具が出上しており、耕作や

春米作業もおこなわれた農業経営の拠点でもあったことが

知られる。これらの点から、この郡術支所が京の貴族など

の位田・職分川あるいは公川の経営にも関与していたこと

を推察でき、後述するような公田経営施設や目代所として

の機能もこの場で果たされていたと考えられる

山垣遣跡の所在地は竹田川・由良川を経由して日本海に

通じる水上交通の終着点とも言うべき場所に位置している。

丹後国の税物にも、このルートで運ばれ、ここから陸路で

京に貢進されたものが少なくなかったとみられる。そうし

た水陸交通の要衝という立地が、この地に郡術支所などを

設けた要因であったと考えられ、他地域における官術関連

遣跡の性格解釈においても留意すべき点である。

国府内の郡面別院 郡術の支所には国府内に置かれた例

もあったと推定されている。多賀城にともなう市街区であ

る宮城県山王遺跡伏石地区で検出された「（表）解文案

（裏）會津郡主政益継Jとある題簸は、国府に会津郡術の

支所が置かれていた根拠とされている。

国術についても国内に支所を設けていた場合がありうる

が、まだ確たる資料は見いだせない。

このように、末端官面においても他国との交通の拠点と

して重要な役割を果たしていたところもあったことを念頭

に罹く必要がある。 （山中敏史）

［注〕 (1)後述する館の別院であったRRF能性もある。 (2) ただし、

戸島遺跡の規模が兵庫県落地八反坪遣跡（初期野磨駅家）と類

似していることから、 7憔紀後策段階には、この地には気多評

とは別の駅評のような支配拠点が置かれていた可能性も考慮す

べきかもしれない。 (3)平川南「郡符木簡J『古代地方木簡の
研究』吉川弘文館、 2003年。 (4) 山中敏史「奈良• 平安時代の

山垣・七H市逍跡」『七日市遣跡と「永上回廊J』春日町歴史民
俗資料館、 2000年。
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図6 兵庫県山垣遺跡遺構図

固5 丹波国氷上郡の郷配置と山垣遺跡
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X-3 末端の税穀収納施設

正倉別院 田租や公出挙の穎穀を収納する官術施設には、

郡術の一角に置かれた正倉院のほかに、郡術とは別の場所

に正倉別院が設けられている場合もあった。「出雲国風土

記』意宇郡山国郷 ・舎人郷・山代郷・拝志郷条などには

「有正倉」とみえ、 8世紀前半以前から正倉の別院があっ

たことが知られる。その出雲国意宇郡山代郷に置かれた正

倉院が島根県山代郷正倉跡（団原遺跡）で検出されている。

「越中国官倉納穀交替記」記載の砺波郡意斐村にみえる倉

庫群も、天平年間から蓄積された不動穀を収納した不動倉

を含んでいるように、正倉別院として創設された倉院であ

ったとみてよい。また、栃木県多功遺跡と上神主・茂原官

術遺跡は下野国河内郡内に併存する遺跡で、ともに正倉群

を伴っており、郡術正倉と正倉別院の関係にあった叫

郷倉 延暦14(795)年閏 7月15日太政官符では、百姓の

納税の便を図るため、また火災による焼失の危険分散のた

め、郷侮に新たに倉院を設置する策がとられる。同年 9月

17日には、この策は穏便でないとして近接する複数郷の中

央に一院を設けるよう変更される。この倉院を郷倉と通称

している。ただし、この郷倉は、 郡術の管轄する正倉院と

は別の郷独自の倉であったわけではく、 ーか所に集中して

置かれた郡術正倉の分置策として設けられた倉院であり、

正倉別院の一種である。

「上野国交替実録帳」群馬郡項にみえる「小野院」「八

木院」は、小野郷や八木郷に別置された正倉院とみられ、

上記の郷倉かあるいは早くから別置された正倉別院にあた

ると考えられる。群馬県大八木屋敷遺跡はこの「八木院」

と関連づけられており (2)、烏取県殿屋敷遺跡も郷倉であっ

た可能性があるが、まだ郷倉と確定できる遺跡例はない。

しかし、この郷倉には空倉になった不動倉も遷造されるこ

とになっているので、郡術正倉と同様の特徴がみられる可

能性が高い。

’’ ,. 

,,, 

図1 島根県山代郷正倉跡（団原遺跡）
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図2 山代郷正倉跡遺構変遷図
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小院 弘仁14(823)年 2月21日官符（『類緊三代格』巻15公

管田佃事）や元慶 5(881)年 2月8日官符（『類崇三代格』巻

15官田獲稲事）によると、大宰府管内に設置された公営田

や畿内官田の穫稲の収納にあたっては、百姓の居の近くや

菅田の近くに「小院」を設け出納の便が図られている。こ

の小院は、前掲弘仁14年官符では「田租納官両色」以外を

収納するとされているので、出挙運用する穎稲の収納を主

体とした倉庫群であったとみられる。

滋賀県西河原森ノ内遺跡（近江国野洲l郡）は、稲の借貸

や出挙等に関わる木簡、多量の籾殻層、掘立柱建物の検出

土遣物などの詳細な検討が必要である。しかし、いずれに

しても集落や居宅にも税穀を収納した倉屋が存在し、官術

機能の一部を果たしていた場合がある点に留意したい。

里倉 呂泰4(901)年 6月25日太政官符（『類緊＝．代格』巻

20) に初見の「里倉」も、正税公癬雑稲等を本倉（正倉院）

に収めず、百姓の私倉や私宅に収納したものを指す。その

倉屋には膀札をかかげて、出仕していた官司や貴族等の稲

と称し、税稲を国郡に納めなかった様が記されている。

この里倉も、集落や居宅などを構成する民間の倉そのも

のであり、遣構から里倉を識別することは困難である。 10

などにより、公田（乗BJ) の経僻施設に比定されている 1:31。 祉紀代に正倉院が消滅していく背景の＾つにはこうした動

ここではプラントオパール分析により、穎稲からの脱穀作 向があり、官伽の機能を吸収した民間施設が存在したこと

業が実施されていたことも椎定されており、脱穀以前の穎 を示している。官伽関連遺跡の中にはこうした里倉を伴う

稲倉庫や脱穀後の春米収納倉庫も存在していたとみてよい。 例が含まれている可能性もある。

この遺跡例も勘案すると、公田の経営や穫稲収納にあた 郡稲倉 不破英紀氏によると、犬平期に至っても郡稲の

っては、すでに 7枇紀後葉ないし 8戦紀代から、そして九

小M・畿内以外の各地でも小院が設けられることが少なくな

かったと思われる。したがって、総柱建物や側柱建物が集

蕗の一角や集洛に近接して計画的に配置されている場合に

は、この小院にあたる可能袢も念頭に置く必要がある。静

岡県東平遣跡、栃木県西赤堀遣跡などの掘立柱建物群はそ

の小院の一例とも考えうる（図 6・10)。

村里の借倉・借屋 『延暦交替式』天平勝宝元(749)年 8

月4日勅に「就村里借用他倉」とあるように、村里の倉が

税穀収納施設として借用される場合があった。それには、

集落や居宅などの倉屋が既存のまま正倉として利用された

場合と、集落や豪族居宅などの倉屋が移築されたり、百姓

の財力によって村の一角に新造されたりして、～卜記の小院

のような姿を呈した場合とがあったと拙定できよう。

この村里の倉庫は、穎稲収納が一般的であったので、前

者のケースでは、その遺構だけから借倉・借屋を抽出する

ことは難しい。後者の場合には、集洛の建物と同質の建築

技術による小規模な総柱建物や側柱建物が集落の「角に直

列・並列に配置されているブロックが候補となる。たとえ

ば、埼玉県丸山遣跡のL字型配附をとる掘立柱建物群の東

西列の側柱建物などは借屋の候補になる一例である。また、

前掲の東平遺跡・西赤堀遣跡などの例もこの借倉・借屋に

あたるかもしれない。

しかし、丸山遣跡の例では西側列には廂付建物を伴うこ

とから居宅とそれに伴う倉匝群であった可能性も残されて

いる。したがって、借倉・借屋が倉庫群を形成するタイプ

を想定した場合でも、部分的な調査では小院や豪族の所有

する倉庫群との識別は容易でない。したがって、しばしば

集落で認められるこうした倉庫群とみられるブロックの性

格については、多くの可能性を念頭に置き、建築技術や出

224 末端官術と豪族居宅

管理は郡司層に委ねられ、その収納は郡司の私倉によって

なされ、出挙運用も私出挙運営と未分化のままであったと

いう(,!)。正税帳にみえる郡稲倉の収納量から推測される倉

の規模は小さく、集落や居宅の倉庫と類似することも、イく

破説のような郡稲運用がなされる場合があったことを示す

ものかもしれない。とすると、豪族所有の倉庫自体が、本

来私的な建物であったにもかかわらず、国郡経費などにあ

てる穎稲を収納した官衡施設としても機能していたことを

意味する。もし、私稲と郡稲とが混在して収納されていた

とすれば、官術補完施設の一つということになる。

この場合も、小院、借倉・借屋、里倉と同様、倉庫遣構

自体からは郡稲倉を識別することが困難で、文字資料など

他の出土遺物と総合して判断すべきことになる。

路辺の郡稲倉庫 『続日本紀』相銅 5(712)年10月乙仕

条には、役夫や調庸物運脚夫らの往来にあたって、追中で

の食糧交易川として便地に郡稲を割き置くことが記されて

いる。これは和同開称流通政策の—今環としておこなわれた

ものであるが、穎稲あるいは春米の倉庫が官道などの路

側・便地に設けられ、公的交通を支える施設として機能し

ていたことが知られる。したがって、路辺で検出された倉

庫遣構の場合には、こうした別置された郡稲倉庫か否かの

検討も必要となる。 （山中敏史）

［注〕 (1) 8世紀中菓以前では、 日血i:.茂原官術遺跡で政庁が

検出されていることから、河内郡術はここにあり、後に郡術は

正倉別院であった多功遣跡へ移転したと考えられている。 (2)

群馬県埋文調杏事業団『群馬県埋蔵文化財調査事業団年報」 12、

1993年。本遣跡は、八脚門を伴うことなどを勘案すると、郡術

の支所としての機能も呆たしていたともみられる。 (3) I廿尾幸

久「森ノ内遺跡出士の木簡をめぐって」『木簡研究』 12、1990

年。 (4)不破災紀「郡稲倉の管理形態よりみた官稲混合」『日

野昭博士還暦記念 歴史と伝承』永田文昌堂、 1988年。
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X-4 その他の末端官街 官営工房で生産 ・調製されたとみられるものがある叫

福岡県野瀬塚遺跡は、長大な建物を含む南北棟主体で構

成される遺跡で、筑後国三瀦郡の郡司官職名を記した「三

別置された曹司 国術 ・郡術の曹司には国郡術とは別の 万大領」 「三万少」などの墨書土器が出士している。郡術

場所に置かれたものもあった。官営工房はその一つである。

天平期の正税板などには国面が高級織物や武器などの生産

に直接関与した例がみえる (VI-4参照）。茨城県鹿の子C

遺跡は武器生産などにあたった国衝工房の好例である

（「官術 I』26頁図 5参照）。官営工房には官術や国分寺の造

営に伴う材木や瓦などの資材、鉄 ・銅 ・塩 ・土器などの生

産にあたる組織も存在 した。また、調庸布などの税物にも

は南西に約2.3km離れた道蔵遺跡に比定されている。この

道蔵遺跡でも計画的な建物配置がみられ、「大領」「三万少

領」などの墨書土器が出土している。野瀬塚遺跡は、この

郡術から離れた場所に設けられた郡術工房である可能性が

指摘され、調庸布などの織製工房かと推定されている (2)。

その実務内容については検討の余地があるが、いずれにし

ても別置された郡術曹司とみられる一例である。

1道蔵追跡 2野瀬塚遺跡 3蓮輪遺跡 4夫婦塚遺跡 5天神免遺跡 6御供田逍跡

7伽蓋田遺跡 8汐入遺跡 9荊津氏館跡 10碇遺跡 11乙名塚（伝筑後国守道君首名墓地）

12中寺遣跡 13大善寺遺跡 14一本松遣跡 15御塚占墳 16権現塚古墳 17東裏遺跡

18銚子塚古墳（消滅） 19塚畑遺跡 20念仏塚遺跡 21今泉逍跡 22坂本逍跡

図 1 福岡県道蔵遺跡（筑後国三瀦郡術推定遺跡） • 野瀬塚遺跡周辺の遺跡分布
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厨家の出先施設 大阪府円明遺跡（河内国安宿郡術）の

「郡田」、滋賀県斗西遺跡の「厨田」の墨書土器は、郡術直

轄の田畑の存在を示唆する資料である。乗田を利用した

「国厨田J(『類緊三代格』巻15、貞観18年閏 6月25日官符）や

「伝馬料田」（『平安遣文』 2-339、尾張国郡司百姓等解）はそ

の一例であろう。また、新潟県的場遺跡では、掘立柱建物、

多量の魚携関連遣物、製塩土器、木簡、帯金具などが検出

されており、 8軋紀前半から 9世紀中菓にかけて水産物関

連物資を管理した遺跡と推定されている。木簡には夷秋に

対する「饗給」を示唆する「秋食Jの記載もみられ、越後

国術の国厨家出先機関が置かれていたとみられる。

このように、田畑の経営あるいは塩• 海産物などの食糧

調達にあたっては、現地に国厨家や郡厨家の出先施設が設

けられていたこともあったと考えられる。

館 館にも郡術とは別の場所に設けられたものがあった。

前述したように、館は複数あり、福岡県長野A遺跡・寺田

遺跡の「企救ー」「企咸」の墨書土器は、「一館」と「二館」

が別の場所に存在したことをうかがわせる。また、千菓県

山田水呑遺跡出土の墨書土器「山口舘」は、下総国山辺郡

山口郷に別置された館を意味する可能性がある（図 6)。

また、後述する渡河点などにも川待ちで滞在する公的使

臣らが利用する館が設けられていた可能性があろう。

また、国司館にも、国術から離れた場所に置かれ、国司

の経済活動の拠点として職分田経営や出挙経営などにあた

っていたものも存在したと推定されている［

布施屋 渡河点や峠の難所などには運脚夫などの往来に

備えた布施屋が設けられることがあり、国家を維持する交

通施設としての機能を分担していた。大和国十市郡に置か

れた東大寺の布施屋には倉や桁行15間の廂付板屋がみえる

ので（『大H本古文書』 6-120)、交通の要衝で検出された倉

や長舎遣構の性格としては布施屋も考慮すべき対象となる。

X-5で述べるように、渡河点の布施屋の造営に際し

ては、仏教思想が大きな役割を果たしていたとみられ、知

識によって造営された布施屋もある。

ただし、布施屋の場合は、運脚・役夫などの宿泊供給施

設であるので、施設としての格式は低く、建築技術的にも

通常の地方官術施設より劣っていた可能性もあろう。

津・市 国府津・郡津や市にも国術・郡術から離れた場

所に設けられたものがあったと考えられている。岡山県百

間川遺跡は国府津関係の施設とみられている一例である。

伝馬所 また、赴任国司などの伝馬使が利用した伝馬や

伝子は、郡術に配属されていたものと、郡術とは別の場所

に配置されたものとが存在した可能性が高い。『三代実録』

貞観 6(864)年12月10日条に「駿河郡帯三駅二伝」とある

のは、少なくとも郡術以外にも伝馬の配置された場所が存
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在したことを示す史料である。これを足利健亮氏にならい

伝馬所と仮称したい。

送迎の場 国家の交通機能を支えた場としては、国司な

どの迎送の場もあげることができる。河内国安宿郡内に位

置する大阪府駒ヶ谷遺跡では「古厨」の墨書土器が出土し

ている。この墨書は隣郡の古市郡術の厨家がこの場所での

供給に動員されたことを示している。この場所は竹ノ内街

道沿いで大和国との国境に近く、国境を越えて往来する公

的使臣らの迎送供給の場として機能していた可能性が高い。

国境や郡境に位置する遺跡の場合には、このような公私送

迎の場という性格についても考慮する必要がある。

目代所 次の平城京二条大路木簡には目代所がみえる。

・日代所駿河国有度郡嘗見郷 宇度

従七位下□□林朝臣
このH代所は「税などの物資の収納と中央への貢進を管

理した現地代官所的な組織」で皇后宮の所管であったと推

定されている (4)。国術が、中央貴族・寺院の封戸や中央官

術直轄の封戸などから徴税し輸京する役割を果たすために

は、このような現地代官所的な組織が別に設けられていた

とみられる。そして、目代所は国術・郡価と連携しながら

税物貢進などの機能を果たしていた可能性が高い。前述し

た兵庫県山垣遺跡は、氷上郡術東部支所で中央貴族か官司

の職分田耕作などにも関与したH代所としての機能をも果

たされていた可能性を示唆している (X- 1参照）。

国分寺の下部組織 須田勉氏は、下総国山辺郡山口郷内

の大網山田台遺跡群などから出土している墨書土器「山邊

万所」「山万所」について検討し、上総国分寺の財政基盤

を確保する寺家の下部経常組織を示すと解している (5)0 

「所」は下野国府出土木簡に「郡雑器所」とみえるように、

国政段階に限定使用されているわけではないので、山辺郡

術の下部機関や目代所を指す可能性も残ると思われる。し

かし、このように官寺の下部組織が村里に設けられていた

可能性も十分念頭に入れた検討が必要であろう。

調庸物の一時的保管施設 このほかに、郷内の税物徴

収・合成・一時的保管施設などが郡術の出先施設として設

けられていた可能性もあろう。 （山中敏史）

〔注〕 (1)山中敏史『古代地方官術遺跡の研究』塙書房、 1994年。

(2)松村一良「西海道の官術と集落」『新版古代の日本 3 九

州・沖縄』角川書店、 1991年。 (3)鬼頭清明「国司の館につい

て」『国立歴史民俗博物館研究報告』 10、1986年。 (4)中林隆

之「東大寺封戸の形成と皇后藤原光明子」「国立歴史民俗博物

館研究報告』 93、2002年。 (5)須田勉「国分寺と山林寺院・村
落寺院」『国士舘史学』 10、2002年。
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X-5 官面補完施設

郷家（里家） 『令集解』儀制令春時祭川条によると、春

時祭田の日に村の人々が集い「郷飲酒礼Jという饗宴が催

された。この饗宴は、尊長養老の道を知らしめ、国家の法

を告げる場であった。その酒食はもとは村内での出挙によ

って準備されていたが、養老令制定段階では酒肴等の経費

は公癬から支出されるようになった。古記には、この郷飲

酒礼の備設において「郷家」が責を負ったことがみえる。

この「郷家」を郷段階の官栃と解するか、郷長の家とみ

るかで議論があるが、前述したように後者が妥当であろう

(X -1参照）。しかし、律令国家の秩序を維持し法を周知

せしめる郷飲酒礼という饗宴に際して、郷家は酒肴準備を

はじめとして郷飲酒礼遂行の責務を負っていたと考えるこ

とができる。この春時祭田条にその一端がうかがえるよう

に、郷長の家は私的な居住施設でありながら、国家による

地方支配遂行の＾質を担っていたわけであり、官術を補完

する補助的施設としても機能していたとすることができる。

栃木県多功南原遣跡は有力層の居宅二か所を含む集落遺

跡である。そのうち東南部の居宅では須恵器大甕多数を収

納していたとみられる側柱建物や硯が検出されている。大

甕には酒の醸造・貯蔵などの用途を推定でき、上記の郷飲

酒礼の酒肴設備との関係を想起させる。また、硯は居宅で

事務処理などもおこなわれていたことを示している。

また、多功南原遺跡ではこの遺跡が属する郷名を記した

「三川」の墨書土器が出土している。また、滋賀県野洲I郡

内では、複数の遺跡からそれぞれの所属郷名を記した墨書

土器が出土しており、前掲の兵庫県山垣遣跡やそれに近接

する七日市遣跡からも「春部坪J「春マ」「春部郷」の郷名
墨書土器が出土している (219貞図 8)。これらの郷名墨書

士器は、各郷所属の食器が準備されていたことを示すもの

であろう。この郷所属の食器は、郷飲酒礼の場で使われた

り、また、郷内を巡行する国司・郡司への供給、国術・郡

術やその出先施設に出向いた給食活動、あるいは当郷所属

の係丁らに対する給食用食器などとして用いられたものと

みられる。こうした食器も日常的には郷家あるいは社首の

居宅などで管理されていた場合が多かったであろう。

このように、各郷内には末端行政の遂行を補完していた

民間施設や場が存在していたと言えよう。

税物加工集落 静岡県藤井原追跡や御幸町遺跡は、禍型

土器が多数出上することから調堅魚の加工など「国府に付

属した水産加工センター的な役割を果たしていた」と想定

されている (l)。これらの遺跡は竪穴建物群主体で構成され

る集落であり、集落の中にはこのように貢進用税物の集荷
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や集中的加工などをおこない、官術の徴税輸京業務の一楓

を担っていたものも存在した。こうした官術機能を補完す

る集蕗についても大いに注意を払う必要がある。

寺院 寺院の中にも広義の公的交通機能の一端を担った

ものが存在した。群馬県上西原遺跡は建物配置等から寺院

跡とみられる遺跡であるが、「大守」「大□J i目」などの
墨書土器などが出土している。これらは、国司の巡行など

に際して寺院が給食の場とされたことを示す可能性がある。

また、『類緊三代格』承和 2(835)年 6月29日太政官符に

よると、浮橋や布施屋の造営、渡船の設置を大安寺僧に指

揮させ、国司とともに講読師をその検校や修理にあたらせ

ている。この史料は、行基による架橋記事、宇治橋断碑か

らうかがえる僧道昭による架橋勧進(2) なども参照すると、

渡河点施設や津泊施設の造営にあたって仏教思想が大きな

役割を果たしていたことを示している。したがって、河川

や海岸近くの寺院の中には、山城国の泉橋寺のように、渡

河・渡海関連施設の造営修復や渡河や水上交通などの安全

祈願の拠点となって、国家の交通システム・税物貢進シス

テムを支える機能を果たしていたものがあった可能性があ

る。寺院跡の調査研究にはこうした視点も考慮すべきであ

ろう。

その他の官街補完施設 静岡県伊場遺跡や兵庫県吉田南

遺跡・佐賀県吉野ヶ里遺跡などでは、郡術に隣接して小規

模な倉庫群が多数造営されていることが明らかにされてい

る。この総柱高床倉庫を主とした構成は集蕗の一部とはみ

なしがたく、郡術と密接な関係のもとに設けられた民間施

設とするのが妥当で、借倉あるいは郡術の維持・運営に必

要な物資調達や税物集散といった交易活動を補完する倉庫

の役割を果たしていたと推察できよう。

また、駅戸集落なども、それ自体は官術ではないが、駅

馬の飼育や駅子の供給など駅家の機能を維持した官術補完

施設として位置づけることができるし、豪族居宅自体も官

栃機能の一端を担っていた蓋然性が高いであろう

官衡関連遺跡として把握されている例には、このほかに

も多様な末端官術が少なからず含まれていよう。したがっ

て、その遺跡ではどのような機能が果たされていたかを総

合的に検討し、あらゆる可能性の中からその遺跡の性格を

絞り込む方法をとるのが賢明である。 （山中敏史）

〔注〕 (1)原秀三郎「兵庫県三条九ノ坪遺跡出土の壬子年木簡と

大化年号間題」『国史研究室通倍』 18、京都大学国史研究室、

1999年。 (2)仁藤敦史「調・庸の貢進と地方財政」『静岡県史

通史編 1原始古代』 1994年。 (3)広瀬和雄「畿内の古代集落」

『国立歴史民俗博物館研究報告』 22、1989年。

〔参考文献〕 山中敏史「律令国家の地方末端支配機構ー研究の

現状と課題ー」「律令国家の地方末端支配機構をめぐって』奈

文研、 1998年。
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図5 藤井原遺跡出土渦型土器

図7 藤井原遺跡律令期の遺構
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X-6 地方豪族居宅

地方の政治的・経済的有力者である豪族Illの居住施設で

あり、また農業等の経酋拠点でもあった施設に地方豪族居

宅（以下、居宅と略す）がある。この居宅も末端行政の一

楓を果たした官術補完施設の一つと推測しうる。ここでは、

その施設を中心に整理し、官術施設との異同等について触

れることにする。

居宅の空間的構成 居宅は、居住・家政関係施設の空間

と収納施設の空間とで構成されるのが一般的である。

居住・家政空間は、主屋、副屋、寵屋・納屋などとみら

れる数棟の建物群、主屋前面の中庭などを主要な構成要素

とする。主屋が中庭とセットになる傾向は、主屋・広場が

地域社会における紛争の調停の場、豪族による経営の事務

処理などの家政機関的役割を果たす場でもあったことを示

唆し、また、末端行政を補完する儀礼的行為や饗宴の場と

しての利用も推察させる。このほかに、井戸、仏堂、エ房、

畑地などを伴う場合もある。また、献物叙位関係史料（表

1) などからみて、畜舎を伴う居宅も存在したとみてよい。

一方の収納空間は、総柱高床倉庫群や側柱建物の屋で構成

される。

これらの両空間は区別されている傾向はあるが、両者の

間が塀や溝などで遮蔽・区画されたり、広い空閑地を挟ん

で隔てられている例はほとんど無く、両者が一体的に配置

されている例が多い。

倉庫群は主屋からみて北側や西側に設けられる遣跡例が

8割ほどを占めている。おそらく、居宅敷地内における倉

庫の位置については共通した意識・観念が存在していたこ

とによるのであろう。したがって、今後の調査では、居住

空間とみられる一角が発見された場合、その北や西側にお

ける倉庫の有無確認なども試みる必要があるし、逆に倉庫

群を検出した場合には、その東側や南側に居住・家政関係

施設が付随していないかを調在する必要がある。その有無

如何によって、その倉庫群の性格が末端官術としての収納

施設であった可能性が高いのか、居宅の倉庫群としての基

本的性格を有すると捉えるべきものか、を判断しうる資料

が得られることになる。ただし、福島県根岸遺跡や埼玉県

百済木遺跡B区の例のように、居住空間に隣接した場所に

は高床倉庫群を設けていない場合もある（図 1・2)。

居宅の敷地を囲続する施設には、前掲の百済木遺跡や宮

城県壇の越遣跡29S区（『官面 I』98貞図 3参照）などのよ

うに、掘立柱塀・ 柵や溝などの例がある。しかし、そうし

た明確な囲饒施設が検出されていない例の方が多い。

居宅には、福島県正直c遺跡のように、上記の居住・ 収
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納空間からやや離れた場所に掘立柱建物や竪穴建物などが

検出されている例もある。また、千菓県山田水呑遺跡で検

出されている数ブロックの建物群全体を郡司クラスの居宅

と解する原秀三郎氏の見解もある (2)。居宅中枢部以外の竪

穴建物や掘立柱建物群は、居宅を構成する同族や非血縁的

な構成員の居住施設か、あるいは作業施設等にあたるか、

または豪族とは別の百姓の居住単位なのか。これらの諸施

設をどう把握するかは豪族の家族構成やその居住形態• 生

業形態の理解とも関わる重要な間題であり、今後の調査研

究の大きな検証課題と位置づけるべきであろう。

建物の構造 居宅の建物の多くは掘立柱建物で、居住・

家政空間の一部に竪穴建物を伴う場合もある。

関東以北の居宅では、前掲の百済木遺跡例や正直c遺跡、

栃木県多功南原遺跡例のように、掘立柱建物群で構成され

る居住空間の一角またはその隣接地に大型の竪穴建物を設

けている居宅の例が多い。この竪穴建物は寵屋とも推定さ

れている。前掲の壇の越遣跡29S区の例にみられる大型の

平地式建物は、この竪穴建物が変化したものとみられる

（『官術I』98頁図 3参照）。西日本の居宅では竪穴建物を伴

う例は少ないが、高知県十万遺跡や福岡県フルトノ遺跡な

どの例がある。

主屋には廂付建物が多くみられる。この点は集落の建物

群とは異なる特徴といえる。

瓦葺は、京都府畑の前遣跡などごく一部の居宅に、甍棟

か炭斗棟の建物とみられるものが存在する程度である。お

そらく仏堂などに採用されたものであろう。

これらの居宅の建物群には、柱穴や柱筋の通り具合など

の点で集落の建物と似た特徴を有するものが多い。また、

古墳時代以来の竪穴建物の系譜を引いたとみられる掘立柱

建物構造が採用されている例がある (3)。一方、滋賀県長畑

遣跡で検出されている居宅中枢部の建物群には官術施設と

同質の特徴が認められる。こうした居宅建物の建築構造・

建築技術上の特徴も、居宅造営と官衝施設造営とにおける

造営方式の異同、豪族の階層による差異、あるいは地域

差・時期差との関係などを考える上で注目すべき点である。

建物規模 建物全体の平面積の点では、地方官術では50

団以下が72%、som以上が22%であるのに対して、居宅で
は86%・14%であり、官術施設より総体的に規模が小さい。

しかし、集落ではsom以上の建物はほとんどみられず、集
落とは異なる居宅の特徴の一端がうかがえる。

また、居住空間の側柱建物群の総床面積は200m以上に

及ぶ。一方、畿内集落の大阪府郡家今城東遣跡では、その

単位集団として取り上げられている建物群のうち、側柱建

物の総面積は平均100m弱であり、ここにも居宅と集落と

の差が見いだせる。
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この集落の単位集団は郷戸あるいは房戸に比定されてい

る。戸籍によると、郷戸の平均戸口数は20~25人、房戸は

10人程度である。したがって、その 2倍以上の床面積を有

する居宅の場合には、通常の郷戸の戸口数をはるかに超え

る居住人数を推定することができよう。

収納空間を構成する総柱高床倉庫には 2X 2間のものが

多く、 3X 2間、 4X 2間がこれに次ぐ。この点は 3X 3 

間、 4X 3間の例が多い正倉の倉とは異なる特徴であり、

集落の倉と類似する。また、柱間寸法でも、正倉には 7尺

や8尺の例が多いのに対して、居宅や集落の倉では 5尺・

6尺と短い柱間をとる例が多い。

平面積の点では、『古代の官術遣跡I』Vil-2で述べたよ

うに、正倉の倉が25m以上、平均50m程度であるのに対し

て、居宅や集落の倉は 5~zorrl に集中しており、官術と居

宅とでは統計的に明確な違いが認められる（『官栃I』150

・151頁参照）。このような小規模の倉は、前述したように

稲倉とすれば穎稲収納用であったとみてよい（河ー 5参照）。

収納施設の屋とみられる側柱建物も 2X 2間から 3X 3 

間程度の小規模のものがほとんどであり、集落にみられる

建物と類似する。ただし、屋の場合には、前述した多功南

原遣跡例 (X-5参照）や島根県芝原遺跡SB06のように、

須恵器大甕を据え置いたとみられる建物もあり、穎屋とは

異なる用途についても十分気を配らなくてはならない。

敷地面積 居宅では囲続施設が検出されないことが多い

が、居住・家政空間や収納空間の建物群が集中している範

囲を仮に敷地面積とみなすと、ほとんどが約1600mから

7000mほどの範囲に分布している。

史料に見える10世紀以前の家地を分析した金田章裕氏の

研究によると、家地は 1段（約1000ml前後のものと、 3

段 (3000ml以上のものとに分かれ、前者は一般農民の家

地、後者は貴族の所有する家地と推定されている (4)0 

こうした研究成果も参照すると、敷地面積が1000mをは

るかに超える規模の宅地は居宅に伴う可能性が裔いと言え

よう。そして、居宅の敷地面積は数ランクに分かれ、敷地

面積の広い居宅の方が建物構造や建物配置の点でも整って

いる傾向がある。この点を考慮すると、豪族の階層差が居

宅の敷地面積にある程度反映されている蓋然性が高く、こ

の敷地面積と実際の階層との対応関係について明らかにし

ていくことも今後の居宅の調査研究の課題の一つである。

存続期間 官術施設には、同じ場所で長期間存続してい

る例が多い。これに対して、居宅では短期間で廃絶または

移転するという傾向がみられる。また、 1回ないし 2回の

建て替えがみられる居宅例においても、同一位置で同じ建

物配置が踏襲されることはほとんどなく、建物配置に大き

な変化がみられる。こうした傾向は、恒常的な機能の維持
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が図られた官術と、在地社会における諸環境の影響を受け

やすい居宅との違いをよく反映している。ただし、末端官

栃施設の場合には、国面・郡伽などの官術機能を補完する

ために設けられるという性格上、短期で廃絶ないし移転し

ているものも多いので、存続期間の長短によって居宅と末

端官術とを識別することは容易でない。

倉庫の棟数 8・9枇紀代における献物叙位関係史料に

よると、多量の穎穀を寄進・施入している郡司層や富豪層

がみえる（表 1)。居宅に一般的な平面積20m程度の倉に

は満倉の場合2000~2500束ほどが収納可能であった。それ

を参考にして、寄進鼠からそれを収納しうる倉の最小数を

推計すると、 10棟以上になる例が寄進例の 6割を占める。

中には外少初位上という下級官人身分でありながら、倉53

棟、屋10棟を寄進している大友国麻呂のような例もある。

しかし、これまでの発掘例では、 10棟以上の倉を伴う居

宅例はなく、上記の寄進量から推定できる棟数には足りな

い。これは、前述した屋にも穎穀が納められていたことを

示唆するとともに、豪族の所有する穎稲倉庫の全てが居宅

に集中して建てられていたわけではなかったことを示して

いる。左京三条四坊の戸主であった小治田藤麻呂の倉屋が

伊賀国阿拝郡柘植郷の家地に設けられていたように（『東

南院文書』 469号）、豪族は居宅とは離れた田地の近くにも

噛農拠点を設けていた。そこからの収穫物はその倉屋に収

納されることが多かったのであろう。

上記の点は、末端官術の小院や借倉・借屋と居宅以外の

豪族所有の穎稲倉庫とをどう識別するかという発掘調壺の

難間が存在していることを意味している。

遺物 豪族居宅を抽出する際の指標となりうる遣物とし

ては、文字関係資料、須恵器の大甕や大量の食器、製塩士

器、施釉陶器・仏具などの奢修的遣物、エ房関係遣物、腰

帯具、馬具や武器・武具などが注目されている。ただし、

これらの遺物は官術・末端官衛にもみられるので、官術と

居宅との識別にあたっては、遣物構成のさらに詳細な検討

を必要としている。 （山中敏史・石毛彩子）

〔注〕 (1) 豪族の概念については、山中敏史• 石毛彩子「地方豪

族の居宅と稲倉J(『古代の稲倉と村落・郷里の支配』奈文研、
1998年）を参照されたい。 (2)原秀三郎「土器に書かれた文

字一土器墨書ー」『日本の古代14巻 ことばと文字』中央公論

社、 1988年。 (3)根岸遺跡では梁行間数が多く隅木を支える柱

を伴う「56掘立」がみられ、芝原遺跡では屋内棟持柱を伴う

SBOl・03や梁行間数の多いSB15などが検出されている。 (4)

金田章裕「奈良• 平安期の村落形態について」『史林』 54-3、

1971年。

［参考文献〕原秀三郎「郡司と地方豪族」『岩波講座 日本歴史

3 古代3』、岩波書店、 1976年。『古代の稲倉と村落・郷里の

支配』奈文研、 1998年。『研究集会 古代豪族居宅の構造と類

型』資料、奈文研、 1998年。田中広明『地方の豪族と古代の官

人』柏書房、 2003年。
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X-7 末端官街遺跡調査の課題

官街のネットワーク 末端官術には史料上に現れること

の少ない多様なものがあり、また、集落内や居宅などでも

末端行政機能の一端が担われている場合があった。すなわ

ち、律令国家による地方支配・地方行政は、国術や郡術が、

こうした末端官術や官術の機能を副次的に分掌した民間施

設とネットワークを結び、それらに補完・補助されること

によって遂行されていた。したがって、国術や郡術の存在

しない市町村においても、官術や官術補完施設が発見され

る確率は高いし、そうした遺跡がすでに発見されている場

合も少なくないかもしれない。そうした意味で、特殊な遺

跡にみえる官術遣跡も、実は多くの自治体にとって身近な

9世紀後半以降の官術構造の変化、郡術組織の解体と行政

実務の場の分散化、国司の土着・受領化の進行などによっ

て、居宅と官術施設とが融合し、様々な館が形成される。

このように、平安中期以降の官栃や末端官術には居宅との

識別を難しくする要素が加わるといってよい。

調査研究の課題 上記のように、末端官術の識別は多く

の課題を抱えている。官術関連遣跡の性格を判断するにあ

たっては、発掘成果から考え得るあらゆる案をまず想定し、

その中から資料分析に照らして該当しないものを消去して

いく方法が望ましいであろう。したがって、それぞれの時

点では、特定の性格に絞り込むには限界があり、いくつか

の可能性が残される結果になることの方が多いかもしれな

い。むしろ、個々の官衝関連遺跡については、官術か否か

を識別することや、あるいは特定の官術と認定すること自

休が目的化してしまうことを避けなければならない。官術存在であったとさえ言える。

末端官街遺構識別の難しさ しかし、末端官術施設は、 かそうでないのかの判断を急ぐより、遺構・遣物あるいは

国価や郡而に比べてその識別指標が未確定な部分が多い。

たとえば官術か民間施設かの判別指標が明確になっていな

い例として、別置された国司の館や郡術の館と、豪族居宅

あるいは荘家との区別があげられる。天平勝宝 7(755)歳

9月26日の村部豊島解文（『大日本古文書』 4-76頁）にみえ

るように、国司四等官の宅、史生の館は動産蓄積の場でも

あったIll。この点では多量の穎稲を収納していた豪族居宅

との同質性が認められる。また、前述したように、郡稲を

収納した郡司層の私倉と豪族の私稲収納倉庫との区別は極

めて困難であり、税穀を収納した小院や借倉・借屋と、居

宅や集落の私倉とを識別することも容易でない。

また、『日本三代実録』元慶 2(878)年 9月庚申条に「紀

伊国司言。今月二六日亥時。風雨晦瞑。雷電激発。震於国

府庁事及学校並舎屋。被破官舎二十一宇。縁辺百姓屋四十

三家。」とみえるように、官衝周辺には民家が存在してい

た場合もあった。したがって、そうしたケースでは、囲続

施設を伴わない末端官衝施設と百姓の住宅とをいかに区別

するか、またどこまでを官術域とみるか、というような判

断は難しくなる。

さらに、 1122年頃の『新任弁官抄』によると、斎宮外院

では官舎である萱翡屋は、屋体が民屋の如しと記されてお

り（『群書類従』公事部）、外観は百姓の住宅とあまり差が

ない様相を呈していたらしい。これは平安後期の史料であ

るが、 9世紀以前に遡る官術施設の場合にも、中枢からは

ずれた施設では、その部分だけの発掘調査成果だけからで

は官舎と認定しがたい建物群が存在した蓋然性は高い。

さらにまた、官術造営時期によっても判別が難しい場合

がある。 7槻紀の郡術成立過程においては、豪族居宅と評

術の機能が未分化の段階があったことも想定される。一方、
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地形等から、そこでどのような役割が果たされていたかを

柔軟に検討すべきである。そして、居住の場か、物資製作

の場か、俄礼の場か、農業生産の場か等々、その遣跡を性

格づける規定的なものは何かを歴史的・地理的条件を考慮

しながら、追求することが必要であろう。

末端官術遺跡に限らず官術遺跡全体に通ずる課題である

が、官術遣跡を識別する方法を発展させるためには、官術

の種類別、また官術内部での各部署別に、その官舎遺構の

規模や造営技術などの特徴、出土遺物の特徴、それらの変

遷の特徴を明らかにしていく基礎的作業がまず必要である。

それは遺構型式学的分析あるいは遣跡型式学的研究ともい

える。

また、前述したような官術間のネットワークの存在を考

えると、なによりも各地域の中において、その遺跡の特徴

や遺跡間の関係を比較検討する作業が求められよう。これ

を地域論的分析といってよかろう。

この地域論的分析と遣構・遣跡型式学的分析とを総合化

することによって、それぞれの遺跡の位置づけがより確た

るものになり、地方支配遂行において官衝と集落・居宅な

ど他の関連諸施設との間に取り結ばれた補完関係、機能分

掌関係などを究明することが可能になろう。また、それに

よって、豪族による民衆支配と国家権力（官術）による人

民支配との区別と相互の構造的連関性についても追究でき

る糸口が切り開かれることになろう。 （山中敏史）

〔注〕 (1)鬼頭清明「国司の館について」『国立歴史民俗博物館研

究報告』 10、1986年。




